
災害時における物資の供給に関する協定 

 

 姫路市（以下「甲」という。）と株式会社ほっかほっか亭総本部（以下「乙」という。）は、

次のとおり災害時における物資の供給に関する協定を締結する。 

 （目的） 

第１条 この協定は、地震、風水害、大火災等の大規模災害（以下「災害」という。）が発生

した場合に、甲が、乙の協力を得て被災者に対して、より速やかかつ円滑に物資を供給でき

るようにすることを目的とする。 

 （協力の要請） 

第２条 甲は、災害時における応急措置のため、緊急に物資の調達が必要となった場合は、品

目、数量、場所、期間等を明示した応援要請書（別記様式）をもって乙に供給の要請をする

ものとする。ただし、緊急を要するときは、電話等により要請し、事後速やかに要請書を提

出するものとする。 

 （協力の実施） 

第３条 乙は、前条の要請を受けたときは、乙の営業に支障のない範囲において、甲に対し、

優先的かつ速やかに供給を行うものとする。 

 （物資の種類） 

第４条 物資の種類は、次のとおりとし、乙は甲に対し、災害時において乙の可能な範囲での

供給を行うものとする。 

 (1) 弁当を中心とした食糧品 

 (2) 飲料水 

（物資の運搬） 

第５条 物資の運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙が運搬を行えない場合は

甲と乙の協議により運搬方法を決めるものとする。 

（物資の引き取り） 

第６条 物資の引渡し場所は、甲と乙が協議して決定するものとし、当該場所において乙の納

品書等により、甲が確認の上、引き取るものとする。 

 （安全衛生管理） 

第７条 甲及び乙は、物資が安全安心に消費されるために、物資の特性を十分に考慮し、製

造・運搬・供給・保管・配布の各過程において、安全衛生管理面に特に注意しなければなら

ず、第６条の引渡し前については乙が、引渡し後については甲が、それぞれ責任をもって安

全衛生管理を行う。 

２ 消費期限内に物資が消費されなかったことにより、又は引渡し後の安全衛生管理の瑕疵に

より、食中毒等安全衛生管理上の問題が生じた場合は、乙は一切の責任は負わない。 

 （物資の価格） 

第８条 乙が甲に供給した物資の価格は、災害の発生した直前の価格を基準とし、甲、乙協議

して定めるものとする。 

 （車両優先通行の確保） 

第９条 甲は、災害時において乙が物資を配送及び供給する車両を優先車両として通行できる

よう配慮するものとする。 

 （乙の営業について） 



第10条 災害が発生した場合で、乙が店舗施設の安全を確認した上で営業を再開するときは、

甲の協力を受けることができる。 

 （平常時の活動） 

第11条 甲及び乙は、この協定に定める事項を円滑に推進するため平素から情報交換や甲が行

う防災訓練への参加等に努め、緊急時に備えるものとする。 

 （連絡責任者） 

第12条 要請及び協力に関する事項の伝達を正確かつ円滑に行うため、連絡責任者を別表のと

おり定める。 

 （協議） 

第13条 甲と乙は、この協定に定める事項を円滑に推進するため、必要に応じ協議を行うもの

とする。 

２ この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、その都度、甲と乙が協議

して定めるものとする。 

 （有効期間） 

第14条 この協定の有効期限（以下「協定期間」という。）は、令和４年○月○日から令和５

年３月31日までとする。ただし、協定期間が満了する１月前までに、甲、乙いずれからも相

手方に対しこの協定を改訂する意思表示がないときは、協定期間は期間満了の日の翌日から

更に１年間延長するものとし、その後においても同様とする。 

この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各１通を保有

する。 

 

  令和４年（2022年) ６月３０日 

 

              甲  姫路市安田四丁目１番地 

                 姫路市 

                 姫 路 市 長   清 元 秀 泰 

 

 

              乙  大阪府大阪市北区鶴野町3-10 

                 株式会社ほっかほっか亭総本部 

                 代 表 取 締 役  岩 嵜 智 彦 



様式第１号（第２条関係） 

第    号 

年  月  日 

物資供給要請書 

 

○○（会社名） 

○○（役職） ○○ ○○様 

 

 

姫路市長  清元 秀泰  

 

災害時における物資等の供給協力に関する協定に基づき、次の物資を要請します。 

品   名 規  格 数量 運搬指定場所 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

姫路市災害対策本部 

                    班 

担当者          電話番号           

 



 

別表（第12条関係） 

 

連絡届 

甲（名称） 姫路市 

所 在 地 姫路市三左衛門堀西の町３番地 姫路市防災センター５階 

担当者 

姫路市市長公室 危機管理室 災害対策担当 

土井 基裕 （どい もとひろ） 

谷岡 正大 （たにおか まさひろ） 

吉田 佳祐 （よしだ けいすけ） 

 

 

電話番号 

（日 中） 
079-221-2200（災害対策本部）079-223-9593（危機管理室） 

電話番号 

（夜間・休日） 
079-221-2200（災害対策本部） 

ＦＡＸ番号 079-223-9541 

Ｅメール kikikanri@city.himeji.hyogo.jp 

備  考  

 

 

乙（名称）  

所 在 地  

担当者  

電話番号 

（日 中） 
 

電話番号 

（夜間・休日） 
 

ＦＡＸ番号  

Ｅメール  

備  考  

 


